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号 外 

❖新型コロナウイルス感染症に関する情報・各種問い合せ窓口をお知らせします。 

新型コロナウイルス感染症総合案内窓口 

問合せ：市民窓口サービス課 ☎３９－２２４６ 

受付時間：平日 午前８時30分～午後７時 

（午後５時15分からは電話対応のみ） 

土・日・祝日 午前９時～午後５時 
 
 
◎特別定額給付金 

問合せ：特別定額給付金室 ☎３９－２３０２ 

受付時間：毎日 午前９時～午後６時 

問合せ：市民生活課（支所） ☎９５－５９００ 

受付時間：平日 午前８時30分～午後５時15分 

※詳しくは市政だより６月号13ページをご覧ください。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため休館してお

りましたが、下記のとおり営業を再開いたしました。 

営業再開日：５月30日（土）から 

対象施設：キャンプ場、延命の湯「養楽館」など、 

全ての施設 

地域の皆様のお越しをお待ちしております。 

問合せ：おぐに森林公園運営グループ 

☎９５－３１６１ 

産業建設課 ☎９５－５９０６ 

■おぐに森林公園再開のお知らせ 

８月 16日（日）に開催を予定しておりました 

「もちひとまつり・おぐに大花火大会」は、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止のため、山車巡回、ステージ

イベントや花火の打上げなど、全ての催しを中止する

こととしましたのでお知らせいたします。 

残念ではありますが、趣旨をご理解いただきますよ

うお願いいたします。 

問合せ：もちひとまつり・大花火大会実行委員会 

事務局 産業建設課 ☎９５－５９０６ 

■もちひとまつり・おぐに大花火 
大会の中止について 

■総合健診（半日ミニドック）を 
実施します!! 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、６月の

集団健（検）診を中止しておりましたが、７月以降

に代替日程が困難なため、６月に実施することにな

りました。 

日時：６月26日（金）午前中 ※完全予約制 

受付時間：申込みされた方へ個人通知 

会場：小国会館 

申込み：６月３日（水）から定員になり次第締切 

※新型コロナウイルス感染症予防のため、受付時 

間を指定しますので厳守にご協力ください。 

※詳細は全戸配付のチラシをご覧の上、希望者は 

お申し込み下さい。 

問合せ：市民生活課 ☎９５-５９００ 

■おぐにママさんの会中止のお知らせ 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、おぐにマ

マさんの会の下記の日程を中止します。 

日時：６月18日（木）、７月16日（木） 

午前10時30分～午後１時 

なお、８月から開催の予定ですが、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため、中止・延期になる場合があ

ります。ご了承ください。 

問合せ：市民生活課 ☎９５-５９００ 

👂 悩みや疑問をお気軽に問い合せ窓口や支所にご相談ください。📞 

◎感染症予防、不安、ストレス対処など 

問合せ：健康課 ☎３９－７５０８ 

受付時間：毎日  

午前８時30分～午後５時15分 

問合せ：市民生活課（支所） ☎９５－５９００ 

受付時間：平日 午前８時30分～午後５時15分 
 

◎事業者向け支援、経済対策など 

問合せ：産業支援課 ☎３９－２２２８ 

産業建設課（支所） ☎９５－５９０６ 

受付時間：平日 午前８時30分～午後５時15分 

※詳しくは市政だより６月号 

14・15ページをご覧ください。 
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給付金のサギに注意！ 

絶対に教えない！渡さない！ 

暗証番号・通帳・口座番号・キャッシュカード・マイナンバー 

体調に不安があるときは早めの相談 受診を 
 
①息苦しさや強いだるさ、高熱などの強い症状がある 

②重症化しやすい方（※）で、発熱やせきなどの比較的軽い風邪症状がある 

※高齢者、糖尿病・心不全・呼吸器疾患などの基礎疾患がある方、透析を受 

けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを服用している方、妊婦の方 

③比較的軽い風邪症状が続く（症状が４日以上続く場合は、必ずご相談を） 
 

発熱（37.5度以上）がなくても、上記①～③のいずれかの症状がある場合は、速やかに 

新潟県「帰国者・接触者相談センター ☎３３－４９３２」にご相談ください。 
 

最新情報は市ホームページ
でででで 

「支援策ビジネスパック」 

■事業者（個人事業主を含む）の皆様へ 

新型コロナウイルス関連事業者支援制度の内容をまとめた

「支援策ビジネスパック」を作りました。 

小国支所産業建設課と小国町商工会で配布して 

おりますので、ご活用ください。 

また、郵送ご希望の方は下記問い合せ先までお申 

し出ください。 
 
【支援策ビジネスパック内容物】 

・市政だより号外（５/19発行） 

・長岡市事業継続緊急支援金チラシ 

・長岡市雇用調整助成金活用促進補助金チラシ 

・雇用調達助成金事業者向け個別相談会チラシ 

・ビジネスサポート事業チラシ 

・ポッキリパスポート参加店募集チラシ 

・事業者アンケート 

・新型コロナウイルス対応基本マニュアル 

問合せ：産業建設課 ☎９５－５９０６ 

小国町商工会 ☎９５－２４０４ 

 

市や総務省などが下記をお願いすることは絶対にありません。 

✖ 現金自動預払機（ＡＴＭ）の操作をお願いすること 

✖ 「特別定額給付金」の給付にあたり、手数料の振込みを求めること 

✖ メールを送り、ＵＲＬをクリックして申請手続きを求めること 

問合せ：消費者ホットライン ☎１８８（局番なしの３桁番号） 

新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン ☎０１２０－２１３－１８８（通話料無料） 

小国交番 ☎９５－２０２２ 

地域振興課 ☎９５－５９０５ 


